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② 特定取引資産・負債の内訳(末残) 

国内及び海外の特定取引の状況は次のとおりであります。 

当中間連結会計期間末の国内の特定取引資産は前年同期比３兆7,528億円増加して７兆9,195億円、





  

(6) 国内・海外別貸出金残高の状況 

① 業種別貸出状況(残高・構成比) 
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(注) １ 平成19年９月30日の繰延税金資産の純額に相当する額は182,374百万円であり、繰延税金資産の算入上限額

は2,040,589百万円であります。 

 また、平成20年９月30日の繰延税金資産の純額に相当する額は969,408百万円であり、繰延税金資産の算入

上限額は1,36ｨ)ﾄｨ露�U怏~であります。 
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(注) 清算事由、支払不能事由又は規制事由 

    清算事由： 

（ⅰ）日本法に基づき当行の清算手続が開始された場合、又は(ⅱ）日本の管轄裁判所が、（a）破産法に基

づき当行の破産手続開始の決定を行った場合、もしくは（b）会社更生法に基づき当行の事業の全部の廃止を

内容とする更生計画案の作成を許可した場合 

    支払不能事由： 

当行について、（ⅰ）破産法における支払不能が発生した場合、(ⅱ）当行の負債（基本的項目にかかる借入

もしくは同様の債務を除く。）が資産を超える状態が発生した場合、(ⅲ）日本における金融監督を行う行政

機関が支払不能である旨判断し法令に基づく措置を行った場合 

    規制事由： 

決算期末又は半期末において関係法令に基づき計算される当行の自己資本比率（国際統一基準）又は自己資

本の内基本的項目の比率（国際統一基準）が当該法令の要求する最低限の比率を下回った場合 

  

[４]
① 発行体 BTMUaPreferredaCapitala2aLimited
② 発行証券の種類 非累積型・固定/変動配当・優先出資証券

（以下、「本優先出資証券」という。） 
本優先出資証券の所有者は、当行の発行する残余財産分配の順位が最も優先する優先株式と
実質的に同順位の残余財産分配請求優先権を有する（配当優先権の詳細については後述の
「⑦ 配当支払の内容」に記載）。 

③ 償還期限 永久 
ただし、平成28年７月以降の配当支払日に、発行体はその裁量により、本優先出資証券の全
部又は一部を償還することができる（一定の場合には、当該配当支払日前においても、発行
体の裁量で、本優先出資証券の全部を償還することができる）。本優先出資証券の償還は、
監督当局の事前承認（その時点で必要であれば）を含め法的な必要条件に則して行われる。 

④ 配当 非累積型・固定/変動配当
当初10年間は固定配当（ただし、平成28年７月以降の配当計算期間については、変動配当が
適用されるとともに、ステップアップ配当が付与される。） 

⑤ 発行総額 750百万ユーロ（１口当たり発行価額1,000aユーロ）
⑥ 払込日 平成18年３月17日 
⑦ 配当支払の内容 配当支払日 

毎年１月25日と７月25日 
当該日が営業日でない場合は、直後の営業日とする。ただし、平成29年１月以降の配当支
払日については、直後の営業日が翌月になる場合は、直前の営業日とする。 

配当支払方針 
以下の強制停止事由又は任意停止事由が発生しな







 
(注) 清算事由、支払不能事由又は規制事由 

    清算事由： 

   （ⅰ）日本法に基づき当行の清算手続が開始された場合、又は(ⅱ）日本の管轄裁判所が、（a）破産法に基

づき当行の破産手続開始の決定を行った場合、もしくは（b）会社更生法に基づき当行の事業の全部の廃止を

内容とする更生計画案の作成を許可した場合 

    支払不能事由： 

当行について、（ⅰ）破産法における支払不能が発生した場合、(ⅱ）当行の負債（基本的項目にかかる借入

もしくは同様の債務を除く。）が資産を超える状態が発生した場合、(ⅲ）日本における金融監督を行う行政

機関が支払不能である旨判断し法令に基づく措置を行った場合 

    規制事由： 

決算期末又は半期末において関係法令に基づき計算される当行の自己資本比率（国際統一基準）又は自己資

本の内基本的項目の比率（国際統一基準）が当該法令の要求する最低限の比率を下回った場合 

  

[７]
① 発行体 BTMUaPreferredaCapitala5aLimited
② 発行証券の種類 非累積型・固定/変動配当・優先出資証券

（以下、「本優先出資証券」という。） 





    

 
(注) 清算事由、支払不能事由又は規制事由 

    清算事由： 

   (ⅰ）日本法に基づき当行の清算手続が開始された場合、又は(ⅱ）日本の管轄裁判所が、(a）破産法に基づ

き当行の破産手続開始の決定を行った場合、もしくは（b）会社更生法に基づき当行の事業の全部の廃止を内

容とする更生計画案の作成を許可した場合 





ここ数年の金融規制改革の進展により、金融機関がご提供できる金融商品・サービスは格段に増加して

おります。このため、お客さまの様々な新しいニーズに的確かつ迅速に対応していくことは、金融機関の

優劣を決する重要なポイントとなっています。当行は、様々な金融分野に広がる国内外の強力なＭＵＦＧ



１．三菱ＵＦＪニコス株式会社と株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループとの株式交換契約等 

当行の連結子会社である三菱ＵＦＪニコス株式会社(以下「三菱ＵＦＪニコス」という。)は、当行

の親会社である株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(以下「ＭＵＦＧ」という。)との間

で、平成19年９月20日締結の基本合意に基づき、平成20年５月28日、同日開催された両社の取締役会

の決議を受け、ＭＵＦＧを株式交換完全親会社、三菱ＵＦＪニコスを株式交換完全子会社とする株式

交換契約を締結いたしました。 

 本株式交換契約は、平成20年６月27日開催の三菱ＵＦＪニコスの定時株主総会および各種類株主総





 (2)a統合形態a 



(4)a持株会社の概要 

①a商号 a株式会社池田泉州ホールディングス(英文名称：SenshuaIkedaaHoldings,Inc.) 

    

３．当行とUnionBanCala



  ④ 買付価格 

１株につき73米ドル50セント 

  ⑤ 買付けに要する資金 

約35億米ドル(約3,850億円)と想定しており、全て当行の手元資金で賄うことを予定いたして

おります。 

  ⑥ 本公開買付け後のＵＮＢＣの完全子会社化 

本公開買付け等により当行が90％以上の持分を取得した場合、ＵＮＢＣは当行が米国に設立す

る100％出資の受皿会社と合併し、残りの少数株主



第３ 【設備の状況】 

(銀行業) 

当中間連結会計期間において≠ｨ�

































































 
  

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度

当率を債権額に乗じた額

を引き当てております。

特定海外債権について

は、対象国の政治経済情

勢等に起因して生ずる損

失見込額を特定海外債権







 
  

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度

(15)特別法上の引当金の計





 
  

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度

20年４月１日以後開始す















 
  

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度

――――― (マスターネッティング契約に基づ

くデリバティブ取引相殺表示) 

 従来、同一相手先とのデリバティ

ブ取引の時価評価による金融資産と

金融負債については、法的に有効な























  
 ３ 配当に関する事項 

 
  

 

  





(リース取引関係) 

  

 
  

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度





    

 
  

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度

(貸手側) 

有
形
固
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無
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無
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R
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(5) 商品関連取引(平成19年９月30日現在) 

  

 
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。 

２ 商品は主に石油に係るものであります。 

  

(6) クレジットデリバテ�&錢取引(平成19年９月30日現� 

  

 





    

(5) 商品関連取引(平成20年９月30日現在) 

  

 
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。 

２ 商品は主に石油に係るものであります。 (

  � (

  �







(3) 株式関連取引(平成20年３月31日現在) 

該当ありません。 

  

(4) 債券関連取引(平成20年３月31日現在) 

  

 
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 

なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。 

２ｩら除�ﾆ産る 

取引�取引については、1結��ｌ博謌�遠�ﾉお岐るﾜX��ﾆ除ｦ�ﾉ取,�ております。 

  

(]) ⅹV�ﾖ連取引(平成20年３月31日現在) 

  

 (注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 ２ｩら除�ﾆ産る �.徭ず産ゅしております。 

�) ⅹV�ﾍ七ｙ�饕ｸにﾃWる.�家,Xあります。 

  区�* 勺}� ¥_�/�x�9ｉY9�~)�ﾅ��遠�ﾆ*ﾄ愚１祢+H家.��
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(重要な後発事象) 
  

 
  

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度

１．三菱ＵＦＪニコス株式会社の第 
  三者割当増資 
 当行の連結子会社である三菱ＵＦ
Ｊニコス株式会社（以下三菱ＵＦＪ
ニコス）、および株式会社三菱ＵＦ
ＪフィナンシシソﾂＪ
なＵＦＭﾂ,ﾜﾂ

























 
  

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前中間会計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度

  昨今の市場環境を踏まえ

た検討の結果、当中間会

計期間末において市場価

格を時価とみなせない状

態にあると考えられるた

め、合理的に算定された

価額による評価を行って

おります。a 

aaこの結果、市場価格に

基づく価額による評価と

比較して、「有価証券」

が122,235百万円増加、

「繰 延 税 金 資 産」が

41,083百万円減少、「そ









 
  

(自 平成19年４月１日 
(自 粉血19年４月１日 
(自 平成19年４月１日 
至 粉血19誰９℃30日



 
  

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前中間会計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度

(5)a退職給付引当金 

 退職給付引当金は、従

業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づ

き*�











 
  

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前中間会計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度

(ロ)為替変動リスク・ヘッ

ジ 

 外貨建の金融資産及び

金融負債から生じる為替

変動リスクに対するヘッ

ジ会計については、業種

別監査委員会報告第25号

「銀行業における外貨建

取引等の会計処理に関す

る会計上及び監査上の取

扱い」(平成14年７月29

日 日本公認会計士協

会。以下「業種別監査委

員会報告第25号」とい

う)に基づき、外貨建金





【中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】 
  

 
  

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前中間会計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 









 
  

(平成19年９月30日) 
前中間会計期間末

(平成20年９月30日) 
当中間会計期間末

(平成20年３月31日) 
前事業年度末

※７ 担保に供している資産は次の

とおりであります。 

担保に供している資産 

 
担保資産に対応する債務 

 





 
  

(平成19年９月30日) 債に惰Nｷ.�9hﾗ8,ﾉ]ｸ�緯)k�,ﾈｧ｢�執�"��債に惰Nｷ.�9hﾗ8,ﾉ]ｸ�緯)k�,ﾈｧ｢�執�"��額%3 ｠`評万





    (中間竃  





    

 
  

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前中間会計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度

・未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

１年内 41,151百万円

１年超 99,652百万円

合計 140,803百万円

・未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

１年内 35,879百万円

１年超 62,751百万円

合計 98,631百万円

・未経過リース料年度末残高相当

額 

１年内 38,853百万円

１年超 81,306百万円

合計 120,159百万円

(注) 未経過リース料中間会計期

間末残高相当額は、未経過リ

ース料中間会計期間末残高が

有形固定資産の中間会計期間

末残高等に占める割合が低い

















 

  

 

株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行 

 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年














	半期報告書
	表紙
	中扉
	目次
	扉
	第一部　【企業情報】
	第１　【企業の概況】
	１　【主要な経営指標等の推移】
	２　【事業の内容】
	３　【関係会社の状況】
	４　【従業員の状況】

	第２　【事業の状況】
	１　【業績等の概要】
	２　【生産、受注及び販売の状況】
	３　【対処すべき課題】
	４　【経営上の重要な契約等】
	５　【研究開発活動】

	第３　【設備の状況】
	１　【主要な設備の状況】
	２　【設備の新設、除却等の計画】

	第４　【提出会社の状況】
	１　【株式等の状況】
	（1） 【株式の総数等】
	（2） 【新株予約権等の状況】
	（3） 【ライツプランの内容】
	（4） 【発行済株式総数、資本金等の状況】
	（5） 【大株主の状況】
	（6 ）【議決権の状況】

	２　【株価の推移】
	３　【役員の状況】

	第５　【経理の状況】
	１　【中間連結財務諸表等】
	（1） 【中間連結財務諸表】
	① 【中間連結貸借対照表】
	② 【中間連結損益計算書】
	③ 【中間連結株主資本等変動計算書】
	④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

	(2)　【その他】

	２　【中間財務諸表等】
	（1） 【中間財務諸表】
	① 【中間貸借対照表】
	② 【中間損益計算書】
	③ 【中間株主資本等変動計算書】

	(2)　【その他】


	第６　【提出会社の参考情報】

	第二部　【提出会社の保証会社等の情報】
	中間監査報告書
	確認書




